




２ 理事長は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該

当すると認められるときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競

争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の

品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を

害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

(3) 落札者が契約を締結し、又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 



(1) 国債 券面額の 100 分の90 



件に違反した入札は無効とする旨 

(10) 落札者が契約を結ばない場合の賠償額に関すること。 





え、落札者を決定しなければならない。 

３ 理事長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約

を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保す









権利を担保に供することができない旨を明示しなければならない。 

（一部改正 令和２年達第27号） 

（契約書作成の省略） 







は、履行期限を延長することができる。 

２ 工事その他の請負の契約について、法人の事務の都合により一時履行を中











４ 監督員及び委託監督員は、理事長の指示に従い、現場における指示、立会

いその他契約の性質に応じた適切な方法によって監督を行わなければならな

い。 



作業報告書等により、履行の確認を行うことができる場合は、検査調書の作

成を省略することができる。 

(1) 契約金額が 200 万円以上であるとき。 





附 則 



よる。 






